
2022 年 9 月吉日 

お客さま各 位 

北空知信用金庫 

 

手形・小切手の代金取立について 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

さて、2 0 2 2 年 1 1 月 4 日 ( 金 )からの電子交換所の交換決済開始により、手形・小切手

の代金取立方法を以下のとおりお取扱いさせていただくこととなりますので、ご案内申し上

げます。 

 

記 

1 ．取立受付方法 

支払期日が2 0 2 2 年 1 1 月 3 日 ( 木 ) 以降の手形・小切手は、「個別取立」扱いによる

受付ができなくなり、「集中取立」扱いによる受付のみのお取扱いとなります。 

支 払 期 日 
取立手形受付方法 

個 別 取 立 集 中 取 立 

2022 年 11 月 2 日まで 〇 〇 

2022 年 11 月 3 日以降 X 〇 

２．取立資金の払戻可能日について 

(1)．手形・小切手の入金日と取立資金の払戻可能日時は以下のとおりとなります。 

種 類 入金日 取立資金の払戻可能日時 

手 形 
手形期日 

(休日の場台は翌営業日) 
入金日の翌営業日の１３時００分以降 

小切手(※) 受付日当日 入金日の翌々営業日の１３時００分以降 

※支払場所が自店の小切手については、即日払戻可能です。 

(2)．取立資金の払戻可能日は、取引明細(通帳等)の摘要欄に表示されます。 

①．手形の場合 

 



 

    

②．小切手の場合 

 

 

３．電子的決済手段への移行 

２０２１年６月に閣議決定された政府の「成長戦略実行計画」を受け、金融業界では 

「2026 年度末までに全国手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」 

ことを最終目標に掲げており、当金庫も削減に向けた取組を進めてまいります。 

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

以 上 

 

 

 

 


